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▲労使協議会に臨む生保労連メンバー

▲挨拶をする清水生保協会長

　生保労連と生命保険協会（以下、生保協会）は、定期的に「労使協議会」を開催し、生保産業やそこで働く者にかかわる課題
について幅広く協議しています。「労使協議会」は、1974年に設置して以来、40年以上にわたる歴史を積み重ねてきており、
原則として月1回のペースで開催しています。
　本年度第１回目となる第384回労使協議会（9月19日開催）では、冒頭、清水博生保協会長より、「労使の意見交換を通じた
十分な協力体制の下、業界を巡る諸課題に取り組むことはもとより、営業職員チャネルの強みをより発揮できるような環境
づくりを強化していければと考えている」とのご挨拶がありました。
　その後、右記の議題について協議を行い、引き続き労使連携して取組みを進めていくことを確認しました。
　生保労連は、生保産業の健全な発展やみなさんが安心して働ける環境整備等に向けて、引き続き生保協会と連携して諸課
題の解決に取り組んでいきます。

～営業職員チャネルの強みのさらなる発揮に向け、引き続き労使連携して取り組んでいくことを確認～

本年度第1回目の を開催

【清水生保協会長のコメント（概要）】

● 令和という新しい時代においても、生命保険業界として、お客さまからの信頼を獲得し、
社会に役立つ業界であり続けるよう、生命保険協会では、今年度、顧客本位の業務運営を
テーマに、大きく2つの柱（「顧客本位の業務運営の一層の徹底に向けた取組み」「新時代
における希望あふれる安心社会の実現に向けた取組み」）を立てて取り組んでいきたい。

● 生保労連と当会とは、長い歴史の中で、この労使協議会での意見交換を通じて、諸課題の
解決をはかり、今日の生命保険産業発展の礎を築いてきた。これからも、労使の意見交
換を通じた十分な協力体制の下、業界を巡る諸課題に取り組むことはもとより、営業職員
チャネルの強みをより発揮できるような環境づくりを強化していければと考えている。

「労使協議会」

【第384回労使協議会 議題】
 １．生保産業の社会的使命の達成に向けた取組み
２．専業営業職員制度関係
　（１）新年度の取組み方針
　（２）営業職員の保障給
３．ワーク・ライフ・バランスの取組み
４．保険制度に関連する課題 
　（１）顧客本位の業務運営に関する動向
　（２）保険募集に関する規制等の動向
　（３）郵政民営化に関する動向
　（４）法人契約の税務見直しに関する動向
5．生命保険に関連する税制の充実
6．その他
　（１）営業職員の確定申告

　生保労連は、総合生活改善闘争（2020春闘）における、「賃金改善（月例給与・臨時給与等）」をはじめとする要求策定に向
けて、議論を本格的にスタートさせました。
　組合員のみなさんの期待に応えられるよう、業界情勢や一般情勢、労働界の動向など、2020春闘をめぐる情勢を分析し
ながら、「統一要求基準※」の策定に向けて熱心な議論を行っています。

【営業職員委員会・内勤職員委員会共通】
　業界情勢や一般情勢、労働界の動向等について共通認識の醸成に努めるとともに、総合生活改善闘争全体の目的・考え方の一つ
として位置付けている「人への投資」を補強する観点から、「生保産業における生産性向上」についても検討を深めました。

※ ベストアドバイザー活動とは、「コンサルティング活動」「お客さまサービス活動」
「販売ルールを守った活動」のこと

春闘の要求策定に向けて
～組合員のみなさんが安心と働きがいをもてる労働条件の実現に向けて～

▲「統一要求基準」策定に向けて活発に議論

▲和歌山営業職員委員長 ▲米田内勤職員委員長

2020春闘 

春闘の要求策定に向けて春闘の要求策定に向けて本格的に議論を開始！

10/４　第2回営業職員委員会・内勤職員委員会の議論のポイント

「賃金改善・営業支援策の充実」について、全組合参加による統一闘争を構築するための基準※統一要求基準

　10月10日～11日の2日間にわたり、連合第16回定期大会が東京･
新宿文化センターで開催され、生保労連から代議員・オブザーバーと
して33名が参加しました。
　冒頭、神津会長は挨拶で、連合結成30周年の節目を迎えるにあたり
「多くの困難と課題を乗り越え、1989年11月に連合が結成されて以
来、ぶれずに真っすぐ進んできた。混迷する日本においてこのことの意
義は限りなく大きい。私たちを取り巻く環境はこれからも大きく変化し
ていくが、今大会のスローガンである『私たちが未来を変える～安心社
会に向けて～』を心に、果敢に挑戦していく」と力強く語りました。
　今大会では、この2年間の活動報告がなされるとともに、今後2年間
の運動方針が提案され、活発な質疑応答を経て確認されました。
　また、役員選出では、神津会長をはじめ、生保労連・松岡委員長（連

合中央執行委員）を含む60名の新役員が選出されました。
　最後に、「すべての働く仲間をまもり・つなぐための集団的労使関係
の追求、政策の実現と労働条件の改善、真の多様性が根付く職場・社
会の実現に向けて『私たちが未来を変える』との決意のもと、安心社会
に向けて広がりのある運動をつくりあげていこう」との「大会宣言」が採
択され、役員・参加者全員のがんばろう三唱で決意を確認し合い、閉
会しました。

～安心社会に向けて～
私たちが未来を変える！
連合・第16回定期大会に参加

▲力強く語る神津会長

▲新役員が選出

【営業職員委員会】
　「営業支援策の充実」と「賃金改善」の統一要求基準の策定に
向けて議論しました。「賃金改善」については、営業職員の「ベ
ストアドバイザー活動※」に対する労働評価を主体に、要求根
拠の充実・補強に向けて検討を行いました。

【内勤職員委員会】
　「賃金改善」の統一要求基準策定に向けて、精緻な情勢分析
に努めるとともに、昨春闘の成果や課題、社会的要請となって
いる同一労働同一賃金の考え方等も踏まえ、幅広い視点から
検討を行いました。




